
火災から自分や家族の命を守るために　

設置していますか？住宅用火災警報器

Information　熊野市消防本部

　昨年、住宅火災で亡くなった方のおよそ半分は
「逃げ遅れ」によるもので、そのうち 65 歳以上の
高齢者が約７割を占めています。
　火災が発生したときに警報音で知らせてくれる
住宅用火災警報器を設置することで、火災に早く
気づき、逃げ遅れを減らし、命を守ることができ
ます。また、住宅用火災警報器の設置は義務化さ
れています。自分や家族の命を火災から守るため
に、設置していない家庭は、早急に設置しましょう。

◆設置箇所
　設置が義務となっているのは
◎全ての寝室
◎階段（１階以外に寝室がある場合）です。
　台所は設置の義務はありませんが、火災の早期
発見につながります。

◆交換の目安は 10 年です
　住宅用火災警報器は、古くなると部品の寿命や
電池切れなどで火災を感知しなくなることがあ
り、10 年を目安に交換が推奨されています。
　交換、購入の際には国家検定合格品のものを
選びましょう。
　
◆秋の火災予防運動
　11 月９日から 15 日まで、「その火事を　防ぐ
あなたに　金メダル」をスローガンに秋季全国火
災予防運動が実施されます。
　私たちの大切な命、財産を失わないために、火
災を発生させないよう注意しましょう。

▶詳しくは、熊野市消防本部予防課（☎０５９７ー
８９ー０９９４）までお問い合わせください。

平成 12 年４月２日から平成 13 年４月１日までに生まれた方を対象に

令和３年紀宝町成人式を開催します

Information　町教育委員会

　町は、令和３年紀宝町成人式を新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じたうえで、１月２
日（土）午前 10 時 30 分からまなびの郷で開催します。
　新成人対象者は、平成 12 年４月２日から平成 13 年４月１日までに生まれた方です。教育委員
会から該当される新成人のみなさんへ、11 月中に案内状を送付いたしますのでご確認ください。
　なお、今後の感染拡大状況等により、開催中止となる場合があります。
▶詳しくは町教育委員会生涯学習室（☎３２－０２４１）までお問い合わせください。

町内の解体業者が施工する空き家が対象

空き家の解体撤去を補助

Information　役場基盤整備課

【対象者】空き家の所有者（所有者が死亡してい
る場合は、法定相続人の代表者）

【補助金の額】
　解体撤去にかかる費用の２/ ３（上限 50 万円）
▶詳しくは、役場基盤整備課（☎３３－０３５７）
までお問い合わせください。

【対象となる空き家】
・町内で５年以上住んでいないもの
・公共補償費対象となっていないもの
・アパートなど事業用のものでないこと
・個人の所有物件で、借地に建設されている場合

は土地所有者の同意を得ていること

　町では、町内の住環境の向上および災害の未然防止を図るため、５年以上住んでいない町内の空き
家の解体撤去にかかる費用を補助します。

令和２年 12 月１日採用予定

障がい者を対象とした
紀宝町会計年度任用職員を募集します

Information　役場総務課

◆受付期間　11 月２日（月）から 16 日（月）
（土・日曜、祝日を除く午前８時 30 分から午後
５時 15 分まで。郵送の場合は書留とし、11 月
16 日（月）午後５時 15 分必着。）
◆任用条件
・勤務時間…正規職員の１週間あたりの勤務時間（38 時
　間 45 分）より短い時間で、任命権者が定める勤務時間
・任用期間…令和２年 12 月１日から令和３年 3 月
　31 日（任用期間後も再度任用される場合あり）
・給料…時間給 920 円
・その他…町会計年度任用職員の任用、勤務条件  
　および身分取扱いに関する規定による
◆選考方法　
　書類選考のうえ、面接日時などを通知します。

▶詳しくは、役場総務課（☎３３ー０３３３）ま
でお問い合わせください。

　町では、令和２年 12 月１日採用予定の障がい
者を対象とした会計年度任用職員を募集します。

◆職種および人員　
　一般事務職　2 名
◆勤務場所　
　役場または教育委員会　
◆応募資格
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている方
・パソコンの操作ができる方
・地方公務員法第 16 条の欠格事項に該当しない方
◆申込方法　次の書類に必要事項を記入し、役場
総務課まで提出してください。
・履歴書（写真貼付）
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保
　健福祉手帳の写し

いざというときに落ち着いて行動するために　

緊急地震速報の訓練放送を実施

Information　役場総務課防災対策室

　町では、全国瞬時警報システム（J-ALERT）
を導入しており、有事の際には当システムを
通じて防災行政無線などから情報をお知らせ
します。
　地震や津波、弾道ミサイルによる武力攻撃な
どに備え、J-ALERT を用いた訓練放送を、下記
のとおり全国一斉に実施します。
※今回の訓練放送では、各携帯会社が配信する

緊急速報メール・エリアメールとの連動はし
ていませんが、町の防災メールに登録されて
いる方には、メールでも通知されます。

◆緊急地震速報訓練放送
【放送日時】11 月５日（木）　午前 10 時ごろ　
【放送内容】　「♪～（チャイム）こちらは広報き
ほうです。ただいまから訓練放送を行います。
♪～（緊急地震速報チャイム）緊急地震速報。大
地震です。これは訓練放送です。※３回繰り返し
　こちらは広報きほうです。これで訓練放送を終
わります。♪～（チャイム）」

▶詳しくは、役場総務課防災対策室（☎３３－０
３３５）までお問い合わせください。
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